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麻
生
系
炭
坑
に
お
け
る
納
屋
制
度

の
生
成
過
程

第

一
経
済
大
学

東

定

宣

昌

一

は
じ

め
に

わ
が
国
の
石
炭
産
業
史
に
関
す
る
研
究
は
高
島

・
三
池
を
中
心
と
し
た

官
営
事
業

-

中
央
大
財
閥
系
資
本
に
集
中
し
、
そ
の
底
辺
を
構
成
す
る
多
数
の
地
場
中
小
資
本

の
そ
れ
に
つ
い
て
は

必
ず
し
も
十
分

で
は
な

い
。
「
日
本
の
炭
鉱
史
を
と
り
あ
げ
て
納

屋

・
飯
場
制
度
に
論
及
し
な
い
も

の
は
な
い
」
の
で
あ
る
が
、
納
屋
制
度
の
研
究
も
こ

う
し
た
研
究
史
に
制
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
納
屋
制
度
に
つ
い
て
隅
谷
三

喜
男
教
授
は
明
治
二
〇
年
代
後
半
以
後
の

「
筑
豊
賃
労
働
関
係
の
特
質
を
示
す
も
の
」

で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
筑
豊
地
方

こ
そ
明
治
二
〇
年
代
以
降
日
本
石
炭
礦
業

の
中
核

で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
後
筑
豊
地
方
の
納
屋
制
度
に
関
し
て
は
、

教
授
の

『
筑
豊
炭
礦

誌
』
の
分
析
に
全
面
的

に
依
拠
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状

況
を
よ
り
豊
か
に
す
る
た
め
、
報
告
は
後
に
地
方
大
手
の

一
と
い
わ
れ
る
麻
生
鉱
業
の

母
体
と
な

っ
た
諸
炭
坑
に
お
け
る
、
明
治

一
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
初
頭
に
至
る
坑
夫

統
轄
管
理
体
系
を
検
討
し
て
、
納
屋
制
度
成
立
過
程
の

一
面
を
窺

っ
て
み
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

二

姑
息
掘
坑

に
お
け
る
経
営
組
織

明
治

一
〇
年
代
前
半
、
麻
生
家
は
嘉
麻
郡
有
井
村
開
ケ
谷
坑
(明
治
一
〇
年
)
・
泉
ケ
谷

坑
二

二
年
)
・
下
笠
松
坑
二
四
年
)
・
泉
鳥
羽
坑

二

四
年
)
・
同
郡
鯰
田
村
浦
田
坑

(
一
三

年
)
・大
師
坑
二

五
年
)
・同
郡
有
安
村
寺
ケ
坂
坑

(
一
三
年
)
な
ど
多
数
の
炭
坑
を
経
営
し

㎞
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て

二

も
機
械
的
の
応
用
な
く
、
単
に
人
力
の
み
を
以
て
採
掘
し

所
謂
狐
穴
に
類
す
る
も
の
に
し
て
、
排
水
の
如
き
も
三
五
間
乃
至
七
八
間
の
竪
坑
を
穿

ち
、
坑
内
外
に
人
夫
を
排
置
し
、
釣
瓶
を
以
て
揚
水
す
、
故
に
其
の
坑
口
は
常
に
炭
層

の
焼
失
に
盤
ち
、
不
完
全
な
る
坑
道
を
通
し
て
左
右
に
幾
多
の
切
葉
を

つ
け
、
進
掘
漸

く
遠
く
し
て
排
水
漸
く
困
難
と
な
れ
ば
、
忽
ち
之
を
中
止
し
て
更
に
他
の
焼
失
に
転
す

る
」
姑
息
掘
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、

経
営
期
間
を

確
定
す
る
こ
と
は

仲
々
困
難

で
あ

る
。
上
掲
姑
息
掘
坑
は
、
例
え
ば
浦
田
三
人
社
、
下
笠
松
四
人
社
、
或
い
は
有
井
下
鳥

羽
三
名
社
と
も

称
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

す
べ
て
何
名
か
に
よ
る
共
同
経
営

(実
質
的

に
は
合
名
会
社
)
で
あ

っ
た
。
経
営
者
と
借
区
主
の
関
係
は
、
借
区
主
に

一
定
の

「
手
数

料
」
を
支
払
い
採
掘
し
た
場
合
と
共
同
経
営
者
の

一
が
借
区
主
で
あ
る
場
合
が
あ

っ
た

よ
う
で
あ
る
。

下
笠
松
坑
に
つ
い
て
み
よ
う
。
下
笠
松
坑
の
借
区
名
儀
は
麻
生
末
吉

(賀
郎
次
男
・
太

吉
次
弟
)
に
あ

っ
た
が
、
明
治

=
二
二

八
八
〇
)
年

一
月
よ
り

一
二
月

迄
嘉
麻
郡
鯰
田
村

の
白
土
茂
三
郎
が
荒
塊

一
万
斤
に
つ
き
七
〇
銭
、
小
石

一
万
斤
に
つ
き

一
五
銭
、
切
込

石

一
万
斤
に
つ
き
四
二
銭
を
揚
銭
し
、
中
漕
船
四
艘
を
貸
渡
し
て
も
ら
う
以
外
は
採
掘

に
か
か
る
費
用

一
切
を
負
担
す
る
条
件
で
、
同
郡
立
岩
村
の
麻
生
賀
郎

・
麻
生
惣
兵
衛

③

・
花
村
徳
七

・
篠
崎
忠
三
郎
か
ら
請
負

っ
た
。
し
か
し
翌

一
四

(
一
八
八
一
)
年
に
は
、

麻
生
太
吉

・
花
村
徳
七

・
白
土
茂
三
郎

・
麻
生
惣
兵
衛
、
以
上
四
人
の
共
同
出
資
に
よ

㈲

る
四
人
社
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
経
営
組
織
を
み
る
と
、
四
人
の
坑
主
の
下
に
山
勘
場

・
川
勘
場
が
あ
り
、
山
勘
場
の
下
に
棟
梁
が
あ

っ
て
坑
夫
を
指
揮
し
て
い
る
。
山
勘
場

は
白
土
茂
三
郎
が
担
当
し
、
棟
梁
を
統
轄
す
る
と
共
に
岡
出
、
即
ち
坑
口
か
ら
川
端
積

入
場
迄
の
運
搬
を
監
督
し
て
い
た
。
川
勘
場
の
業
務
分
担
は
中
漕

・
岡
入
、
即
ち
川
?

へ
の
積
入
と
そ
の
運
搬
で
、
麻
生
家
の
小
作
人
で
麻
生
家
の
信
頼
が
厚
い
瓜
生
勘
右
衛

門
が
あ
た
っ
た
。
山
勘
場
の
下
で
棟
梁
二
名
、
弥
助

・
幸
助
が
掘
子
を
指
揮
し
て
採
炭



に
従
事
し
て
い
る
。
下
笠
松
坑
で
も
既
に
掘

子

・
車
引

・
水
汲
の
労
働
は
分
化
し
て
い

る
が
、
こ
れ
ら
を
詳
細
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

麻
生
家
が
下
笠
松
坑
と
同
時
期

に
経
営
に
参
加
し
た
泉
鳥
羽
坑
の
場
合
を
み
よ
う
。

こ
の
借
区
主
と
共
同
出
資
者
も
今
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
泉
鳥
羽
坑
で
は

向
鳥
羽
に
も

坑
口
が

開
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
「甲
処
の
山
陰
、
乙
処
の
谷
間
に
狐

も
ど
き
の
穴
を
穿
」

っ
て
採
掘
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
泉
鳥
羽
坑
の
経
営
組
織
は
下
笠
松

坑
の
そ
れ
と
同
様
で
あ

っ
た
。

山
勘
場
は
花
村
次
助

(
の
ち

松
岡
次
助
に
引
継
)
、
川

勘
場
は
瓜
生
勘
右
衛
門

・
西
坂
幾
次
の
二
名
、
棟
梁
は
幸
助
で
下
笠
松
坑
の
棟
梁
幸
助

⑤

と
同

一
人
物
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
下
で
堀
子

一
六

「先
」
程
度
が
採
掘
に
従
事
し
て

い
る
。
但
し
、
史
料
の
制
約
か
ら
棟
梁
の
位
置
付
け
と
機
能
に
つ
い
て
は
明
確
で
な
い

と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
山
元
麻
生
太
吉
宛
に
山
勘
場
よ
り
個
々
の
堀
子
の
作
業
用

m

具
代
金

(え
び
代
)
・
賃
金
(米
の
場
合
も
あ
る
)
を
請
求
し
た
書
付
や
飯
塚
東
町
鍛
冶
屋
儀

平
よ
り
鶴
唆
代
金
を
請
求
し
た
書
付
が
多
数
み
ら
れ
る
こ
と
、
切
羽
別
石
炭

一
万
斤
当

り
掘
子
賃
金

(二
円
～
二
円
四
〇
銭
)
が
坑
主
の

下
で
決
定
さ
れ
、
「石
炭
堀
方
中
日
役
及

翻

賃
金
名
寄
帳
」
も
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
こ
と
等
か
ら
、
堀
子
が

一
括
し
て
全
面

的
に
棟
梁
の
管
理
統
轄
下
に
あ

っ
た
と
は
考

え
難
い
。

勘
場

・
棟
梁
の
賃
金
を
み
よ
う
。
下
笠
松
坑
の
場
合
、
山
勘
場
は
岡
出
高

一
万
斤
に

つ
き
二
〇
銭
、
川
勘
場
は
岡
入
高

一
万
斤
に

つ
き

一
五
銭
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
棟

梁

の
賃
金
に
つ
い
て
は

「
下
笠
松
諸
入
切
取
上
簿
」
中
の
山
勘
場
白
土
茂
三
郎
の
項
目

の
中
に

「
弥
助
棟
梁
銭
百
斤

二
付
七
毛
掛
」

「幸
助
右
同
百
斤

二
付
三
毛
」

の
記
載
が

㈹

あ
る
。

一
万
斤
当
り
に
換
算
す
る
と
各
七
銭

・
三
銭
と
な
る
。
即
ち
勘
場

・
棟
梁
の
賃

金
は
請
負
に
よ
る
業
績
賃
金
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
場
合
の
棟
梁
の
請
負
が
高
島
炭
坑
の
請
負
人
や
鞍
手
郡
京
野
炭
坑
の

㎝

棟
梁
の
採
炭
請
負
と
は
異
な
る
こ
と
は
上
述
し
た
点
よ
り
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
麻
生
系

枯
息
掘
炭
坑
で
は
勘
場

・
棟
梁
が
重
層
的
請
負
関
係
に
あ
り
、
し
か
も
坑
夫
に
対
し
て

は
山
勘
場
の
採
掘
炭
監
量
-

賃
金
管
理
を
通
し
て
の
坑
夫
管
理
も
強
か

っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
ま
た
納
屋
は

「其
家
屋
ノ
如

キ
見
ル
影
モ
ナ
キ
非
人
小
屋
ト
同
然

ノ
モ

ノ
二
テ
、
僅

二
雪
霜
雨
露
ヲ
凌
グ

二
過
ギ
」
な
い
も
の
で
、
坑
主
麻
生
太
吉
す
ら

「
此

破
偬
頽
籍
ノ
裡

二
居
住
シ
、
古
鍋
ヲ
鉤
シ
テ

ハ
自
カ
ラ
飯
ヲ
炊
キ
、
薬
罐
ヲ
手

二
シ
テ

ハ
自
カ
ラ
茶
ヲ
煎
ジ
」
て
い
た
状
況
で
納
屋
頭
も
不
要

で
あ

っ
た
ろ
う
。
従

っ
て
棟
梁

は
、
「昔
時
未
ダ
未
聞

二
属
シ
、

排
水
器
ア
ル
ニ
ア
ラ
ズ
、

蒸
汽
罐

ア
ル
二
ア
ラ
ズ
、

技
師
ア
ル
二
ア
ラ
ザ
レ
バ
、
蕾
ダ
君
(注
・
麻
生
太
吉
)
が
指
導
者
ト
ナ
リ
、
先
導
者
ト
ナ

リ
指
南
者
ト
ナ
ル
モ
ノ

ハ
、
坑
夫
取
締
役
タ
ル
実
地

二
経
験
ア
ル
頭
領
ナ
ル
者

二
過
ギ

ザ
レ
バ
…
…
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
採
炭
に
関
す
る
熟
練
技
術
者
で
、
坑
道

の
掘
進

・
維
持

・
直
接
採
炭
の
管
理
を
通
し
て
、
堀
子
の
作
業
管
理
を
主
と
し
て
請
負

っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三

蒸
気
機
械
の
導
入
と
納
屋
制
度

明
治

一
七
年

二

八
八
三
)
の
試
掘
に
始
ま
る
嘉
麻
郡
鯰
田
村
の
鯰
田
炭
坑
は
、
麻
生

家
に
と

っ
て
最
初
の
近
代
的

「
大
」
炭
坑
の
計
画
に
依

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
開
坑
時

の
借
区
坪
数
四
万
八
五
九
九
坪
六
合
三
勺
(麻
生
太
吉
名
儀
)
、
二
〇
〇
尺
の
竪
坑
を
設
け

排
水
は

一
二
吋

ス
ペ
シ
ャ
ル
ポ
ン
プ
二
台
、

一
〇
吋
同
ポ
ン
プ
二
台
を
設
置
し
、
運
搬

は
坑
内
鉄
道

(人
力
)
を
布
設
、
竪
坑
よ
り
蒸
気
捲
揚
機
械
で
捲
揚
げ
、
坑
口
よ
り
川
端

船
積
場
迄
約
五
二
〇
間
の
鉄
道

(人
力
)
を
布
設
す
る
計
画
で
あ

っ
た
。
開
坑
期
の
資
本

金
は

一
万
円
で
、
麻
生
太
吉
八
五
%
、
鯰
田

村
福
間
久
三
郎

一
〇
%
、
同
村
白
土
茂
三

郎
五
%
の
出
資
に
よ
る
実
質
的
合
資
会
社

で
あ

っ
た
。

そ
の
後
資
本
金
を

増
額
し
、

借
区
を
拡
大
し
、
明
治
二
〇

二

八
八
六
)
年
に
は
漸
や
く
蒸
気
捲
揚
機
械
も
据
付
け
、

上
記
の
計
画
は
す
べ
て
達
成
さ
れ
た
。

一
方
採
炭
労
働
は
、
坑
道
掘
進
に
は
開
坑
時
か

ら
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
と
火
薬
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
依
然
と
し
て
鶴
噌
と

エ
ブ
に
よ
る

手
労
働
で
あ

っ
た
。

坑
区
規
模
の
拡
大
、
排
水
と
捲
揚
の
機
械
化
、
坑
内

・
坑
外
鉄
道
の
布
設
に
対
し
、

直
接
採
炭
過
程
が
姑
息
掘
当
時
の
ま
ま
で
あ

っ
た
こ
と
は
必
然
的
に
採
炭
坑
夫
の
増
加

を
必
要
と
し
た
。
明
治

一
九

二

八
八
七
)年

職
工

一
六
二
人

・
雇
夫
三
〇
人
、
二
〇
年

職
工
七
〇
人

・
雇
夫
五
人
、
二

一
年
職
工
二
〇
八
人

・
雇
人
八
人
と
い
う
記
録
も
あ
る

が
、
明
治
二

一
年

一
月
改
の

「
セ
ナ
坑
夫
人
名
記

・
ス
ラ
坑
夫
人
名
記
」
に
は
六
八
先

(内

一
六
先
切
出
し
)
一
二
四
名
の
坑
夫
名
が
み
え
、
ま
た
翌
二
二
年

一
月
の
も

の
か
と
思

わ
れ
る
綴
に
は

一
五
二
名
の
坑
夫
名
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
坑
道
の
大
規
模
化
と
坑
夫
数
の
増
大
は

「坑
内
見
ケ
〆
」
を
主
務
と
す
る



棟
梁
の
地
位
を
引
き
上
げ
た
。
棟
梁
は
大
棟
梁
と
平
棟
梁
に
分
化
し
、
鯰
田

炭
坑
で
は

大
棟
梁
宮
坂
長
三
郎
(鰍
田
村
)
・
平
棟
梁
小
石
作
平
(同
村
)
・
篠
原
直
七
、
そ
の
他
は
山

勘
場
瓜
生
長
右
衛
門

(勘
右
衛
門
子

・
立
岩
村
)
・谷
清
三
郎

(総
田
村
)
・川
勘
場
金
政
茂
十

郎

(同
村
)
・
村
上
甚
右
衛
門

(同
村
)
で
あ

っ
た
。
勘
場

・
棟
梁
の
賃
金
は
山
勘
場

・
川

勘
場

・
大
棟
梁
が
石
炭
積
入

一
万
斤
に
つ
き

五
銭
、
平
棟
梨
は

一
万
斤
に
つ
き
二
銭
五

厘
プ
ラ
ス
日
給

一
〇
銭

を
支
給
さ
れ
て
い
る
。

業
績
賃
金
的
色
相
を
残
し
て
は
い
る

が
、
こ
れ
ら
は
事
実
上
被
雇
傭
者
で
あ
り
、
坑
主
の
下
で
の
中
間
管
理
者

で
あ

っ
た
。

こ
れ
は
明
治
二
二

(
一
八
八
八
)
年

に
は
す
べ
て
年
俸

一
一
〇
円
と
改
定
さ
れ
た
。

機
械
設
置
に
伴
な
う
仕
操
方
の
生
成
や
大

工

・
鍛
冶
の
直
轄
組
込
に
よ
り
山
勘
場
の

役
割
は
増
大
し
た
。
当
初
坑
主
が
最
も
信
頼
し
、
副
坑
長
的
地
位
に
あ

っ
た
瓜
生
長
右

衛
門
を
山
勘
場
に
配
置
し
て
、
棟
梁
と
同
様

に
「坑
内
事
業
見
ケ
〆
」を
も
兼
務
さ
せ
た

こ
と
は
、
な
お
こ
の
時
期
の
山
勘
場
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
た

あ
明
治
二
〇
年
初
頭
に
新
に
事
務
所
が
設
置
さ
れ
、
従
来
山
勘
場
管
轄
事
項
で
あ

っ
た

「職
場
諸
入
切
品
及
坑
内
外
諸
物
品
取
締
及
貸
方
」
や
坑
夫
そ
の
他
の
賃
金
管
理
が
事

務
所
所
管
の
事
項
に
移
行
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た

「坑
内
見
ケ
〆
」
ー
1
坑

夫
管
理
は
完
全
に
棟
梁
の
監
督
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
鯰
田

炭

坑
で
は

「
坑
夫

ハ
雇
入
総
員

ノ
七
八
分

ハ
近
隣
ノ
村
落

ヨ
リ
(近
隣
ノ
坑
夫
二
限
リ
妻
子
二

石
炭
ヲ
荷
出
セ
、
又
ハ
引
出
サ
セ
ス
ル
ヲ
以
、
女
坑
夫
凡
五
分
ア
リ
)
、
二
三
分

ハ
豊
前

・
広
島

・
伊
予
等
ノ
産
国

ノ
者
、
幼
少
ノ
時

ヨ
リ
地
方
炭
坑

二
仕
役
シ
来
リ
シ
者
ヲ
雇
入
レ
」

て
い
た
の
で
あ
る
が
、
後
者
の
幕
末
以
来
形
成
さ
れ
た
流
れ
坑
夫
を
確
保
す
る
た
め
、

大
棟
梁

・
平
棟
梁
は
自
ら
も
納
屋
を
所
有
し
、
納
屋
経
営
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
明
治
二
二
年

一
月
の
も
の
と
思
わ
れ
る
坑
夫
書
上
に
は
竹
田
豊
吉
納
屋

・

松
尾
次
六
納
屋

・
谷
口
太
郎
納
屋
と
い
う
名
称
が
み
え
、
各

一
九
名

・
二
〇
名

・
二

一

(或
い
は
二
七
)
名
の
単
身
者
坑
夫
を
配
下
に
お

い
て
い
る
。
「職
工
硬
夫
貸
金
証
書
綴
」

は
職
工

・
坑
夫
の
坑
主
に
差
出
し
た
前
借
証
を
綴
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
上
記
大

納
屋
頭
が
弁
証
請
人
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
坑
夫
の
前
借
証
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る

と
大
納
屋
頭
配
下
の
坑
夫
も
形
式
的
に
は
坑
主
と
直
接
雇
傭
契
約
を
結
び
、
他
の
坑
夫

と
同
様
、

一
人
当
り

一
円
乃
至
四
円
の
前
借
金
を
貸
与
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
事
実
上

納
屋
頭
の

一
括
管
理
統
轄
の
下
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
前
借
証
で
は
同
時
に
棟
梁
が

保
証
人
と
な

っ
て
い
る
。
棟
梁
i

〈
納
屋
頭
ー

坑
夫
V
の
管
理
統
轄
関
係
が
あ

っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

納
屋
頭
が
弁
償
請
人
と
な

っ
た
坑
夫
を
出
身
地
別
に
み
る
と
、
武
田
豊
吉
の
場
合
、

福
岡
県
鞍
手
郡
二
名
、
粕
屋
郡
二
名
、
田
川
郡
二
名
、
穂
波
郡

一
名
、
広
島
県
二
名
、

長
崎
県

一
名
、
宮
崎
県

一
名
、
佐
賀
県

一
名
、
鹿
児
島
県

一
名
、
熊
本
県

一
名
、
以
上

一
四
名
で
あ
り
、
栗
原
治
六

(松
尾
次
六
)
の
場
合
は
、
福
岡
県
穂
波
郡
五
名
、
粕
屋
郡

五
名
、
御
笠
郡
二
名
、
嘉
麻
郡

一
名
、
山
口
県

一
名
、
大
分
県

一
名
、
以
上

一
五
名

で

あ
る
。
坑
夫
の
出
身
地
は
極
め
て
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
上
述
流
れ
坑

夫

で
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
大
納
屋
頭
栗
原
治
六
は
ま
た

一
坑

夫
と
し
て
自
ら
も
坑
主
か
ら
前
借
し
て
雇
傭
契
約
を
結
ん
で
い
る
。
鯰
田

炭
坑
の
大
納

屋
頭
は

一
の
坑
夫
で
あ
り
、
坑
夫
(と
り
わ
け
流
れ
坑
夫
)
の
中
か
ら
親
分
的
性
格
を
有
す

る
も
の
が
頭
角
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て

「
無
頼
の
博
徒
」
的
な
も
の
も

い
た
で
あ
ろ
う
。

明
治
二
二
年
の
坑
夫
統
轄
中
間
管
理
職
は
坑
夫
取
締

・
大
棟
梁

・
坑
内
棟
梁
か
ら
な

っ
て
い
る
。
即
ち
新
た
に
坑
夫
取
締
が
設
け
ら
れ
、
従
来

の
平
棟
梁
は
坑
内
棟
梁
と
名

称
を
変
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
明
治
二

一
(
一
八
八
八
)年

に
な
る
と
、
鯰
田

炭
坑
で
も

炭
鉱
熱
の
勃
興
や
炭
価
の
高
騰
の
影
響
を
受
け
て
坑
夫
不
足
が
顕
在
化
し
、
募
集
に
苦

悩
す
る
よ
う
に
な
る
。
棟
梁
は
坑
主
の
指
示
の
下
に

「坑
内
見
ケ
〆
」
の
傍
ら
近
隣
を

坑
夫
募
集
の
た
め
に
馳
け
巡

っ
て
い
る
が
、
他
方
坑
主
は
賃
金
の
引
上
げ
に
よ
る
坑
夫

募
集

・
安
定
策
を
と
ら
ず
、
佐
賀
坑
夫
(実
際
は
長
崎
坑
夫
力
)
と
新
民
坑
夫
の
組
織
的
導

入
に
よ

っ
て
こ
れ
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
。
か
く
し
て
地
元
坑
夫
中
心
の
坑
夫
構
成
は

変
容
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
技
術
者
的
性
格
を
有
し
、
地
縁
的

・
血
縁
的
関
係
に

よ

っ
て
坑
夫
を
募
集

・
管
理
統
轄
し
て
い
た
棟
梁
は
こ
う
し
た
状
況
に
対
応
で
き
ず
、

新
た
に
坑
夫
取
締
が
出
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

四

明
治
三
十
年
頃
の
上

三
緒

・
山
内
炭
坑

嘉
麻
郡
笠
松
村
上
三
緒
炭
坑

(明
治
二
七
年
開
坑
)
と
山
内
炭
坑
(三
〇
年
開
坑
)
は

「鯨

田
の
売
渡
代
金
に
依

っ
て
獲
得
し
て
置
い
た
鉱
区
を
、
忠
隈
の
譲
渡
代
金
に
依

っ
て
、

⑳

開
坑
経
営
し
た
」
も
の
と
い
わ
れ
る
。
明
治
三
二

二

八
九
九
)
年
に
鉱
区
を
合
併
し
、



芳
雄
鉱
区
と
称
し
、
昭
和
四
〇

二

九
六
五
)
年

閉
山
す
る
ま
で
麻
生
系
炭
坑
の
柱
の

一

つ
で
あ

っ
た
。

明
治
三
〇
年

一
〇
月
の
両
坑
の
坑
夫
の
状
況
に
つ
い
て

『
筑
豊
炭
礦
誌
』
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

上
三
緒
炭
坑
、
納
屋
二
三
棟
、
「本
坑
々
夫
は
総
数
三
百
八
十
五

人
あ
り
、
而
し
て
彼
等
の
多
く
は
坑
夫
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
数
年
来
勤
続
す
る
妻
子
携
帯

の
も
の
に
し
て
、
浮
浪
坑
夫
の
螢
に
倣
は
ず
、
何
れ
も
精
勤
の
聞

へ
あ
り
、
蓋
し
彼
等

の
多
く
は
久
し
く
本
坑
主
に
従
ひ
明
治
十
二
三
年
の
頃
姑
息
採
掘
の
際
よ
り
鮪
田

・
忠

隈
の
採
掘
に
従
事
し
、
後
本
坑
の
開
墾
に
従
ひ
、
又
々
来
り
て
其
業
を
継
続
す
る
も
の

に
し
て
、
多
年
の
縁
故
自
か
ら

一
種
情
愛
の
為
め
に
支
配
さ
れ
、
互
に
親
子
の
関
係
あ

り
、
故
に
其
事
業
の
整
頓
し
て
実
功
の
挙
る

こ
と
著
し
き
は
多
く
近
坑
に
見
ざ
る
所
な

り
と
云
ふ
」。
芳
雄
(11
山
内
)
炭
坑
、

納
屋

一
五
棟
、
「総
数
二
百
人
あ
り
、

一
切
の
条

項
は
前
記
上
三
緒
坑
に
同
し
」
。

そ
こ
で
こ
の
実
態
に
も
う
少
し
立
ち
入

っ
て
み
よ
う
。
明
治
三

一
(
一
八
九
八
)
年
の

上
三
緒

・
山
内
両
坑
の
坑
夫
を
出
身
地
別
に
み
る
と
、
上
三
緒
炭
坑
で
は
坑
夫
総
数
二

五
九
名
中
、
福
岡
県
嘉
穂
郡
四
四

・
八
%
、
そ
の
他
県
内
二
六

・
三
%
、
福
岡
県
を
除

く
九
州
二
二

・
○
%
、

中
四
国
六

・
九
%
で
、

山
内
炭
坑
で
は

坑
夫
総
数

一
五
二
名

中
、
嘉
穂
郡
五
七

・
二
%
、
そ
の
他
県
内
二
三

・
七
%
、
九
州
八

・
六
%
、
中
四
国

一

⑳

○

・
五
%
で
あ
る
。
鯰
田

炭
坑
の

「
七
八
分

ハ
近
隣
ノ
村
落

ヨ
リ
」
と
い
わ
れ
る
状
況

か
ら
、
約

一
〇
年
の
間
に
相
当
広
範
囲
に
わ
た
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
尚
地
元
嘉

穂
郡
出
身
近
隣
村
方
坑
夫
が
中
心
で
あ

っ
た
。
と
り
わ
け
山
内
炭
坑
で
は
嘉
穂
郡
中
の

約
三
分
の
二
を
地
元
笠
松
村
坑
夫
が
占
め
て
い
る
。
笠
松
村
は
麻
生
家
の
所
在
地
で
あ

り
、
嘉
穂
郡
は
麻
生
賀
郎
が
幕
木
以
来
庄
屋
役
、
触
口
役
、
石
炭
山
元
取
締
、
三
等
戸

長
、
石
炭
掛
を
歴
任
し
た
郡
で
あ
り
、
し
か
も
多
数
の
炭
坑
を
経
営
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
農
村
的
親
方
子
方
関
係
の
存
在
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
因
に
村
方
坑
夫
の
う
ち
単
身
者
は
上
三
緒
三
二

・
八
%
、
山
内
四
二

・
五
%

で
あ

っ
た
。

こ
れ
を

全
坑
夫
に
つ
い
て
み
る
と

上
三
緒
二
八

・
六
%
、
山
内
三
六

・

㈱

二
%
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
も
若
干
高
い
も

の
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
村
坑
夫

・
家
族
持
坑
夫
を
中

心
と
し
て
い
て
も
、
掛
坑
夫

(通
い
坑
夫
)

は
全
坑
夫
に
対
し
、
山
内
三
〇
～
二
五
%
、
上
三
緒

一
六
～
二
%
で
あ

っ
た
。
他
は
す

べ
て
納
屋
に
居
住
し
た
の
で
あ
る
。
納
屋
は
明
治
三
〇
年
末
頃
、
上
三
緒
坑
に
二
三
棟

伽

一
五
〇
戸
、
山
内
坑
に

一
五
棟
八
〇
戸
あ
り
、

=
　
は
四
畳
半
で

「
跡
山
先
山
二
人
及

ビ
家
族
二
人
若
ク
バ
三
人
、
都
合

一
家
族
ト
シ
テ
五
人
位
」
。
「
独
行
ノ
モ
ノ
ナ
レ
バ
四

人
住
位
」
と
し
て
割
当

て
ら
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で

「坑
夫
人
員
調
」
中
、
上
三
緒
坑
よ
り
の
報
告
備
考
に

「藤
島
富
吉
外
百

六
拾
三
名
ノ
志
願
年
月
日
二
明
治
三
十

一
年

六
月

一
日
ト
ア
ル
ハ
、

従
来
坑
夫

二
シ

テ
、
去

ル
五
月
改
革

二
際
シ
、
大
納
屋
ヲ
廃
シ
テ
、
納
屋
所
属
坑
夫

ハ
皆
直
轄
ト
ナ
シ

タ

ル
時
、
悉
ク
直
轄
坑
夫

二
志
願
セ
シ
メ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
皆
三
十

一
年
六
月

一
日
志
願

ト
ナ
シ
タ
ル
者
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
明
治
三

一
年
五
月
上
三
緒
坑
で
は
大

納
屋
が
廃
止
さ
れ
、
す
べ
て

「
直
轄
」
と
な

っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
上
三
緒
坑
に
比
較

し
て
村
坑
夫
の
比
率
が
高
か

っ
た
山
内
坑
で
も
、
存
在
し
て
い
れ
ば
廃
止
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
。
単
身
者
坑
夫
に
つ
い
て
前
述
し
た
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に

一
旦
麻
生
系
炭
坑
に
お
け
る
納
屋
制
度
は
廃
止
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
理
由
を
明
確
に
示
し
た
史
料
は
見
当
ら
な
い
が
、
鯰
田
炭
坑
の
場
合
、

事
務
所
の
新
設
が
坑
夫
管
理
組
織
を
大
き
く
変
容
せ
し
め
た
よ
う
に
、
こ
の
場
合
も
事

務
体
制
の
整
備
が
理
由
の

一
つ
を

な
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

即
ち
、
「五
月

改
革
」
と
は
、
前
年
麻
生
家
本
邸
前
に
事
務
所
を
新
築
し
た
の
を
契
機
に
、
当
時
麻
生

家
が
経
営
し
て
い
た
上
三
緒
炭
坑

・
山
内
炭
坑

・
煽
石
坑

・
持
田
炭
坑
と
製
工
所

・
コ

ー
ク
ス
製
造
所

・
川
端
監
量
場
の
事
務

一
切
を
麻
生
商
店
の
下
に
統
轄

・
統

一
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。

ま
た
上
三
緒
坑
で
は

前
年

一
納
屋
頭
を

拐
帯
詐
欺
罪
で
告
訴
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
炭
坑
へ
の
帰
属
意
識
の
稀
薄
な
納
屋
頭
に
よ
る
納
屋
経
営
は
当
然
炭
坑

側
と
の
望
む
と
こ
ろ
で
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
納
屋
坑
夫
も
多
数
を
占
め
る

村
方
坑
夫
と
の
間
に
調
和
せ
ざ
る
面
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

納
屋
制
度
廃
止
後
の

「直
轄
」
坑
夫
は
上
三
緒
坑
で
は
坑
夫
取
締
-

坑
内
小
頭
、

山
内
坑
で
は
坑
夫
取
締
-

坑
内
頭
領
の
下
で
管
理
し
た
。
納
屋
建
物
は
す
べ
て
炭
坑

所
有
で
、
坑
外
掛
の
管
理
下
に
お
か
れ
、
坑
外
掛
は
納
屋
掃
除
定
夫

(日
役
)
を
置
き
、

常
時
納
屋
掃
除
を
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
場
合
に
は
日
役
を
増
雇
し
て
修
繕
、
畳
替
、

雪
落
し
等
を
し
て
い
る
。



五

お
わ
り
に

麻
生
系
炭
坑
に
お
け
る
明
治

一
〇
年
代
～
三
〇
年
頃
迄
の
坑
夫
統
轄
管
理
体
系
を
中

心
に
う
か
が
っ
た
。
こ
れ
を
経
営
組
織
の
中

に
位
置
付
け
て
整
理
し
て
お
く
と
図
1
～

Ⅳ
の
よ
う
に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
。

結
論
は
既
に
行
論
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
と
思
う
が
、
上
三
緒

・
山
内
炭
坑
の

「
直

轄
」
制
度
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
も
に
報
告
の
中
で
行
な
い
た
い
。
な
お
指

摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
麻
生
系
炭
坑
に
お
け
る
納
屋
制
度
は
明
治

三

一
年
を
も

っ
て
消
滅
し
た
の
で
は
な
く
、

こ
れ
以
後
に
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の

最
終
的
廃
止
は
昭
和
四

二
九
二
九
)
年
で
あ
る
。
湧
水
問
題
を
蒸
気
排
水
卿
筒
に
よ

っ

て
、
運
炭
問
題
を
鉄
道
の
布
設
に
よ

っ
て
克
服
し
た
筑
豊
石
炭
礦

業
の
そ
の
後
の
課
題

の

一
つ
は
、
必
要
坑
夫
の
確
保
と
そ
の
裏
面

で
あ
る
採
炭
作
業
の
機
械
化
に
あ

っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
家
族
主
義
が
最
も
強

い
と
思
わ
れ
る
麻
生
系
炭
坑
に
お
い
て
す

ら
、
明
治
三
三
年
上
三
緒
坑
で
は
坑
夫
総
数

二
二
〇
～
二
六
〇
名
の
う
ち
、
月
に
よ
っ

て
異
な
る
が
約

一
〇
%
は
帰
省
坑
夫
で
あ
り
、
さ
ら
に
約

一
〇
%
は
病
気
負
傷
坑
夫
が

あ
り
、

入
坑
坑
夫
は
坑
夫
総
数
の
六
〇
%
前

後
、
在
坑
坑
夫
の
七
〇
%

前
後
に
す
ぎ

ず
、
ま
た
逃
走
退
坑
坑
夫
も

一
日
平
均

一
～

二

・
五
人
に
達
し
て
い
る
こ
と
に
既
に
う

か
が
え
る
の
で
あ
る
。

註
①

麻
生
百
年
史
編
纂
委
員
会
編

『
麻
生
百
年
史
』

(昭
和
五
〇
年
)
年
表
。

こ
の
外
に
も
明
治

八
年
か
ら

一
二
年
ま
で
の
間

に
は
嘉
麻
郡
山
野
村
山
伏
坑
、
松
元
坑
、
穂
波

郡
南
尾
村
伊
勢
ケ

谷
坑
な
ど
に
も
関
係

し
て
い
る

(「
県
下
出
身
礦
業

家
六
傑
伝

麻
生
太
吉
君
」
、

『福
陵
新
報
』

明
治
二
九
年

一
二
月
)
写
。

②

高
野
江
基
太
郎

『
筑
豊
炭
礦

誌
』

(覆
刻
版
)
五

一
頁
。

③

麻
生
家
文
書
整
理
番
号

さ
i

二
六
。

④

同
右

さ
ー
六
。

⑤

同
右

さ
1

八
。

⑧

同
右

さ
1

二
五
。

た
だ
し
、

一
先
は

二
人
乃
至
三
人
を
基
本
と
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
も

の
で
は
な

い
。

切
出
し

(採
炭

・
坑
内

運
搬
兼
務
)
も

多
か

っ
た

で
あ
ろ
う
。

㎝
⑧

麻
生
家
文
書
整
理
番
号

さ
ー
二
九
、

さ
1

二
五
。

し
か
し
、

勿
論

こ
の
こ
と
は

「
え

び
」
や
鶴
階
が
坑
主
所
有
で
あ

っ
た

こ
と
を
示
す
も

の
で
は
な
い
。

⑨

同
右

さ
i
八
。

㎝

同
右

さ
ー
六
。

㎝

高
島

炭
坑
の
請
負
人
に

つ
い
て
は
隅
谷
三
喜
男

『
日
本
賃
労
働
の
史
的
研
究
』

(
一
九
七
⊥◇

第
四
章
二
頭
領
制
度
、

村
串
仁

三
郎

『
日
本
炭
鉱
賃
労
働
史
論
』

(
昭
和
五

一
年
)
第

一
章
第

三
節
参
照
。
京
野
炭
坑

の
棟

梁
に

つ
い
て
は
遠
藤
正
男

『
九
州
経
済
史
研
究
』

(昭
和

一
七
年
)

第

二
論
参
照
。

た
だ
し
、
高
島
炭

坑
の
請
負
人
の
請
負
範
囲
に

つ
い
て
は
隅
谷
教
授
と
村
串
教

授

の
間
に
理
解

の
相
違
が
あ
る
。

働

「
県
下
出
身
礦
業

家
六
傑
伝
麻
生
太
吉
君
」

(『福
陵
新
報
』
明
治
二
九
年

一
二
月
)
写
。

㈹

同
右

⑳

明
治

一
八
年
二
月

福
岡
県
令
岸
良
俊
介
宛

「
上
伸
」

(麻
生
家
文
書

整
理
番
号

M
二

一
i

二
)
。

㈲

「
鯰
田
礦
山
坑
主
申
合
規
約
」
(
同
右
M

二

一
ー
四
三
)
。

㈲

河
野
亀
次
郎
宛
麻
生
太
吉
書
簡

(同
右
M

二

一
-

一
六
)
。

㈲

麻
生
家
文
書
整

理
番
号

M
二

一
-

二
、
M

二

一
-

一
六
、
M

二

一
-

二
五
。

働

以
後
併

せ
て
東
定

「
明
治
二
〇
年
前
後
麻
生
総
田
炭
坑
の
棟
梁
制
度
」
(秀
村
選
三
他
編

『
近

代
経
済

の
歴
史
的
基
盤
』

昭
和
五
二
年
所
収
)
を
参
照
さ
れ

た
い
。

働

「石
炭
坑
夫

二
関

ス
ル
取
調
上
申
」
(
麻
生
家
文
書
整
理
番
号

M
二

一
ー

二
五
)
。

⑳

納
屋
に
は
坑
主
所
有
の
納
屋
も
あ
り
、
売
勘
場
は
阿
部
八
右
衛
門

(
福
間
久

三
郎
妹
智
、
後

三
菱
鯰
田

炭
坑
納
屋
頭
)

の
請
負

で
あ

っ
た
。

⑳

泉
彦
蔵

『麻
生
太
吉

伝
』

(
昭
和
九
年
)

一
四
四
頁
。

幽
㈱

高
野
江
前
掲
書
五
二
四
、
五
三
〇
頁
。

⑳

麻
生
家
文
書
整
理
番
号

M

三

一
-
四
五
。

25
㈱

同
右

M
三

一
ー
二
、
M

三

一
ー
五
。

⑳

同
右

M
三

一
ー

一
五
。

⑳

同
右

M
三

一
-
四
五
。

⑳
⑳

同
右

M
三
二
B
l
八
。

圃

同
右

M
三
二
B
I

二
七
。
な
お
、
売
勘
場
は
炭

坑
直
営

で
あ
る
。

62

同
右

M
三
二
A
I

二
。
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